
令和８年４月２４日 

 
 

経済変動対策資金（中東情勢緊急対応）を創設します。 

 

中東情勢の影響を受ける中小企業者の資金繰りを支援するため、県融資制度である経済変動

対策資金の中に「中東情勢緊急対応」のメニューを創設し、５月１日から取扱いを開始します

ので、お知らせします。 

 

 

お 知 ら せ 

課名 経営支援課 金融支援班 

担当 重松・藤川 

内線 5217・5215 

直通 086-226-7361 

資 金 名 経済変動対策資金（「中東情勢緊急対応」を創設 ※下線部） 

融資の対象者 

次のいずれかに該当し、経営の安定に支障を来している中小企業者

又は組合 

１ 中小企業信用保険法第２条第５項に定める特定中小企業者 

２ 為替相場の変動により事業活動に影響を受けている者 

３ 最近３月間の売上高等又は利益率の月平均が、前年同期の売上高

等又は利益率の月平均比で５％以上減少している者 

４ 中東情勢の影響を受け、原油価格・原材料価格の上昇等により、

資金繰りに支障を来している又は来すことが見込まれる者 

資 金 使 途  
経営の維持及び安定のために必要な運転資金及び設備資金 

既存の信用保証付き融資の借換資金（融資の対象者４を除く） 

融資限度額 ８,０００万円 

融 資 期 間  １０年以内（うち据置期間２年以内） 

融 資 利 率  
融資対象者１～３：年２．０５％以内 

融資対象者４  ：年１．６５％以内 

保 証 料 率 年０．４５％～１.５２％ 

担保及び保証人 取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる 

申込手続き 取扱金融機関又は信用保証協会へ申し込む 

取 扱 期 間 令和８年５月１日から令和８年７月３１日まで 


